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令和元年１０月 教育委員会要旨録

１．開催日 令和元年１０月２８日（月） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町役場 特別会議室

３．出席者 教 育 長 岸原 章

委 員 藤田 裕子

委 員 熊田 正博

委 員 岩田 光代

委 員 安藤 和志

４．倍席者 教育総務課長 宮原 文隆

学校教育課長 藤本 志織

教育総務課副課長 高橋 敏

こども未来課副課長 市位 孝好

こども未来課課長補佐 細田 和資

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

承認第１１号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

承認第１２号 就学援助規則準要保護の認定について

議案第４２号 多可町保育料軽減事業実施要綱の一部改正について

議案第４３号 多可町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱の制定について

議案第４４号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

施行規則の一部改正について

議案第４５号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

６．報告事項

(１)各種委員会の報告

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校施設整備事業について
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○小学校空調設備整備工事

②多可町図書館事業について

○１１月の行事予定

③那珂ふれあい館事業について

○１１月の行事予定

④学校給食センター事業について

○多可町学校給食展 アンケート結果について

⑤令和元年度 播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会について

日 時：１１月１２日（火） 午後２時～午後３時３０分

場 所：アスティアかさい３Ｆ（加西市）

研修内容：講師：仲岡 しゅん 氏 （弁護士）

演題：「ＬＧＢＴ～教育現場にできること～」

⑥９月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①令和元年度 多可郡中学校新人体育大会について

②令和元年度 秋季学校訪問について

③夏季休業の短縮について

④１１月の行事予定について

【こども未来課】

①１１月の行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

令和元年１２月２日（月） 午後１時００分 ～ （大会議室）

（４）その他

○令和元年度 第２回総合教育会議について

令和元年１２月２日（月） 午後３時３０分 ～ （大会議室）

閉 会
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【開 会】

教育長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

岩田委員と安藤委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）秋季学校訪問について

学校訪問が１０月８日（火）から始まりました。１１月２８日（木）までにすべて

の訪問が終了する予定です。

（２）わくわくベルディー、アウトリーチについて

今年も弓張美季さんに１０月１７日（木）、１８日（金）の２日間で町内のすべて

の中学校でアウトリーチ（出前授業）をしていただきました。また１８日の午前中に

は、ベルディーホールで、町内の小学校４年生１６２人に対して、弓張さんのすばら

しいピアノ演奏とともに、自分の好きなことを一生懸命することの大事さを話してい

ただきました。わくわくベルディーが始まって１０年、アウトリーチが始まって１５

年が経過します。良い催しとなり大変感謝しています。

（３）記念式典について

１０月２６日（土）に県立西脇高等学校の創立８０周年の記念式典があり、教育委

員会を代表して式典に参加させていただきました。また１１月には、北はりま特別支

援学校の４０周年の記念式典が計画をされています。

（４）演劇セミナーの発表公演について

１０月２７日（日）に、鍛冶屋線廃線３０年のメモリアルイベントの一つとして、

ベルディーホールで大塚雅史さん脚本演出で、演劇セミナー生１４名と小学生６名の

みなさんによる発表公演『カラフル・ワールド～七色の線路～』がありました。他に

も、あまのじゃくや Studio Be、ベルディーの楽団やコーラスグループなど、本当に
多くの方が出演をされて、よい催しになりました。３００人近い観客がおられ、素晴

らしい公演でした。

以上、４点報告いたします。

教育長：ただいまの報告につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 ないようですので、次に移ります。

日程第３

承認第１１号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

事務局：８月、９月に１０件の後援名義の使用申請があり、すべて後援名義の使用の要件

に該当するということで承認をさせていただきました。
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教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、承認１１号を原案通り可決いたします。

承認第１２号 就学援助規則準要保護の認定について

＊個人情報が含まれているため、委員会閉会後の非公開会議で審議

議案第４２号 多可町保育料軽減事業実施要綱の一部改正について

事務局：これまで、県独自で保育料を軽減する事業として、ひょうご保育料軽減事業があ

りました。このたび、１０月からの国の保育料無償化に伴い、県の事業も拡充され

ることになりました。その拡充の内容に合わせて、要綱の一部を改正するものです。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長：どのように変わりましたか。

事務局：これまで、補助の対象は第２子以降でしたが、第１子も補助対象となります。ま

た、第２子以降の補助基準額の増額も図られています。１０月より３歳児から５歳

児については、保育料が無料となりますので、実際には３歳未満の第１子及び年収

３６０万円以上の世帯で、同時入所でない第２子以降が今回の補助の対象となりま

す。

委 員：県の事業に合わせて、要綱を改正するということですが、他の市町はどうされて

いるのですか。

事務局：他の市町についても同じように改正されています。

委 員：分かりました。今後も、他市町の取組を参考にしながら進めていっていただきた

いと思います。

委 員：改正の文言の中に、「教育保育給付認定保護者」とあるのですが、これは支給認

定された子どもの保護者ということですか。

事務局：無償化に伴い、これまでの「支給認定保護者」という文言が「教育保育給付認定

保護者」となりました。無償化の対象は、保育所、幼稚園、認定こども園だけでな

く、認可外保育施設も対象となりました。そのため、認可外保育施設と区別するた

め、保育所、幼稚園、認定こども園では、「教育保育給付認定保護者」とすること

になりました。

委 員：国の補助と県の事業を合わせると、無料になるということですか。

事務局：国の制度では、すべての３歳児以上と０歳児から２歳児の住民税非課税世帯の保

育料は無料となります。また、多子世帯については、年収３６０万円以上の世帯は、

同時入所の第２子の保育料が半額、また、第３子以降は無料になります。この国の

制度に当てはまらない方について、県は所得制限を設けた中で、兄弟のカウントに

年齢制限を設けずに保育料の軽減を行います。よって、県の制度の対象となる３歳

児未満の第１子、第２子以降については、所得制限を見た中で、こちらから通知を
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させていただき、保育料軽減の申請をしていただくことになります。

委 員：無償化といってもすべての方がそうなるのではないのですね。分かりました。

教育長：他に質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第４２号を原案通り可決いたします。

議案第４３号 多可町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱の制定について

事務局：これまで、保育料の中に副食費が含まれていました。今回の保育料無償化では、

副食費は保育料の中に含まれておらず、実費負担となります。そのため、無償化に

より、保育料が上がるというケースがあります。その方々については、その差額を

補助金で交付することになります。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：対象となる方はどのくらいおられますか。

事務局：１０名程おられます。

委 員：その方々の申請漏れがないようにしなければいけませんね。

事務局：事務局で確認して、対象の方にはお声かけさせていただくようにしたいと思いま

す。

委 員：どういう状況の方が、申請することになるのですか。

事務局：これまで、４，５歳児の保育料は、4,000円もしくは5,000円でした。第２子に

関しては、その半額の2,000円もしくは2,500円でしたので、無償化になったこと

で、結果的に副食費4,000円の方が高くなるという状況が生じました。そういった

家庭に対して、町で補助をします。

委 員：保護者向けに説明会はされるのでしょうか。

事務局：該当の方には、案内通知でお知らせします。

委 員：制度が難しく、理解しにくい面がありましたので、具体的な例をあげながら、保

護者に説明をしていただければと思います。

事務局：先日の入所説明会で、副食費がこれまでは保育料の中に含まれていましたが、こ

れからは実費負担になるという説明をさせていただきました。町では、副食費は月

４,000円、土曜日は１回200円で上限4,500円という基準を設けています。ただ、

園の規模も違いますので、今後は給食代は若干変動があるかもしれないということ

も説明させていただいています。

今回の件について、１０件程の問い合わせの電話がありました。個別に説明させ

ていただき、申請についてお願いしているところです。近隣も同じ方法をとるとい

うことですので、対応について連携をとっていきたいと思います。

教育長：今年度については、国の制度で途中からの変更となりました。そのため、入園説

明会での話と違う部分が出てきますので、その部分を町で補助するということです。

来年度以降については、国の制度に従っていただくということで、ご理解をいただ

きたいと思います。

教育長：他に質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第４３号を原案通り可決いたします。
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議案第４４号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

施行規則の一部改正について

事務局：国の保育料無償化に伴い、条例施行規則の一部を改正するものです。

教育長：これまで保育料は、所得によって階層が分かれていましたが、３歳児から５歳児

については無料です。しかし、副食費は、無償ではないというただし書きがついて

いるわけですね。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第４４号を原案通り可決いたします。

議案第４５号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

*個人情報が含まれているため、委員会閉会後の非公開会議で審議

日程第４ 報告事項

（１）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校施設整備事業について

○小学校空調設備整備工事

中町南小学校は１０月中に工事が完了します。杉原谷小学校は、キュービクル

以外の工事はすべて終わり、キュービクルを繋いで完成するという形になってお

り、年内には完了する予定です。

②多可町図書館事業について

○１１月の行事予定

③那珂ふれあい館事業について

○１１月の行事予定

④学校給食センター事業について

○多可町学校給食展 アンケート結果について

１０月５日（土）に学校給食展がありました。アンケートでは、今回の学校

給食展はとてもよかったという１００％の評価をいただいています。また、学

校給食展の実施頻度は８６％の方が毎年実施してほしい、１４％の方が２年に

１回実施してほしいという結果でした。学校給食展は、今年で２回目になりま

す。次回の開催については、給食センターを中心に検討していきます。

⑤令和元年度 播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会について
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日 時：１１月１２日（火） 午後２時～午後３時３０分

場 所：アスティアかさい３Ｆ（加西市）

研修内容：講師：仲岡 しゅん 氏 （弁護士）

演題：「ＬＧＢＴ～教育現場にできること～」

⑥９月定例教育委員会要旨録について

教育長：ただいまの教育総務課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、教育総務課からの報告を終了しまして、次に学校

教育課からの報告に移ります。

【学校教育課】

①令和元年度 多可郡中学校新人体育大会について

②令和元年度 秋季学校訪問について

③夏季休業の短縮について

令和２年度より、夏季休業期間の短縮について検討をしているところです。新学習

指導要領が来年度から小学校で全面実施になります。それを踏まえ、授業時数の確保、

及び、組織的・計画的な教育の質の向上、学力保障を主な目的としています。新学習

指導要領の実施にあたり、小学４年生以上は週５日とも６校時授業となることが想定

されています。そのため、発達段階等を考慮し、時間割の過密化への対応が必要と考

えています。単なる授業時数の確保に終始せず、カリキュラムマネジメントに努め、

教育の質の向上を図ります。今年度、小中学校の普通教室に空調設備を配置されたこ

とによって、熱中症の心配も緩和されます。

また、学校の働き方改革に配慮した対応についても検討を進めます。具体的には今

年度校務支援システムの導入、12 月もしくは 1 月に留守番電話の導入を行い、教職
員の負担軽減を図ります。さらに、来年度からは学校の教員に代わって、部活動を指

導できる部活動指導員を段階的に配置したいと思っています。

今後決定までのスケジュールとしては、１０月の校長会で教育委員会の方針を説明

させていただきました。現在、教職員団体との協議を進めているところです。１２月

末までに、教育委員会としての一定の方向を決め、住民の方への周知に努めていきた

いと思っています。短縮の期間ですが、平日で５日間の短縮を想定しています。教育

委員会としては、登下校の中の暑さへの対応を考え、夏休みの８月の終わりを１週間

繰り上げるようなイメージをしています。

その他として、今年度、夏休みに多くの教職員研修を実施しました。それについて

も、必要な部分は継続していきますが、精選して研修を計画していきたいと思います。

また、各学校で、夏の学習会を実施していますが、全員を対象とした補充学習等も見

直していきたいと思います。
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④１１月の行事予定について

教育長：ただいまの学校教育課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：部活動指導員の配置については、保護者の方からそういったことができるのでは

ないかという意見を聞いていましたので、計画されていることを伺い、ありがたい

と思います。

事務局：部活動指導員ですが、特別な研修を受けた方でないと、県が指定する部活動指導

員にはなれませんので、元教員を想定しています。部活動指導員を設置すると、教

職員がいなくても、顧問に代わって、試合の引率等もできるようになります。まず

は制度を今年度中に作り、来年度から、少しずつ取り組みを進めていきたいと思っ

ています。これについては、来月、委員さんのご意見等もお聞きしながら、協議を

したいと思います。

事務局：行事の精選については学校ごとに、協議をしている状況です。また多可町全体と

して、中学校２年生で実施していますスキー教室については、来年度入ってくる生

徒から、実施しないという方向で進めている状況です。また中町北小学校や八千代

小学校の鼓笛では曲数を減らしたり、編曲も簡単にしたりしながら取り組んでいま

す。引き続き行事の精選について取り組んでいきたいと思います。

委 員：行事は、一つやったら一つ良くなる、まとまってくるなど、子どもたちを大きく

するステップ台のようなものであることはわかっています。だからこそ、この行事

を通して、どうしたいか、何を学んでほしいかという明確な願いをもって、行事を

行ったり、精選していくことが大事ではないかと思います。

教育長：他に質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、学校教育課からの報告を終了しまして、次にこど

も未来課からの報告に移ります。

【こども未来課】

①行事予定について

教育長：ただいまのこども未来課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、こども未来課からの報告を終了しまして、次に移

ります。

(３)次回教育委員会について

令和元年１２月２日（月） 午後１時００分 ～

（４）その他

○令和元年度 第２回総合教育会議について

令和元年１２月２日（月） 午後３時３０分 ～

総合教育会議の議題は「予算について」ということで調整しています。子どもたち

により良い教育が提供できるよう、教育委員の皆様にはたくさんのご意見をいただき
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たいと思います。

委 員：八千代小学校の子どもたちですが、４月から、きちんと並んで下校しています。

先生方も、校門で子どもたちを見送るだけでなく、信号のところ、もしくは橋を渡

ったところまで、子どもたちと一緒に歩いて指導されています。丁寧に先生方が動

かれている姿が見られますし、子どもたちもそれにこたえて、行動していて、最近

落ち着いていますよという声を聞きました。

委 員：学力保障のことですが、インフルエンザになると 1週間近く欠席することになり
ますが、その間も学校の授業は進んでいます。休んでいる間の授業分は、個人で必

死に追いつくというのが、今の状態だと思います。そのため、休んでる間に遅れて

しまうと焦る子もいると思います。先生方もお忙しいので、その間のノートを取る

とかコピーを取るとかはお願いもできないでしょうが、遅れてる部分が少しでもス

ムーズに追いつけるような、工夫をしていただけるとありがたいと思います。

事務局：今のご意見については、学校と協議をしたいと思います。

《非公開会議》

承認第１２号 就学援助規則準要保護の認定について

議案第４５号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

＊非公開会議において審議後、承認第１２号、議案第４５号は異議がないものと

認め承認を可決しました。

閉 会

【閉 会】 教育長 午後３時３０分 閉会宣言


